
許 可 の 申 請 に 必 要 な 書 類 ― 覧
申請内容に疑義等の認められる場.創こは、当該疑義等について所要の質問や追加の説明書類を求めることがあります。
また、各行政で補足書類が必要な場合もあります。こ不明な点は各行政庁 (P.70～ 73)までお問合せくださ0■

注 意 事 項

〇産業廃棄物/特別管理産業廃棄物
収集運搬業許可申請書又は
事業範囲変更許可申請書
(第 1而～第 3面 )

G]ス劇初」P. 40^45、 オまケにP. 79～ 86)
※ 「新規」と「更新」は様式が同じです。

■=月■
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計
画
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記
載
し
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類

○様式第六号の二 (第 1面 )
(事業計画の概要)

G■フヾ列P.47,48、 オ隊ケヽP. 89)

。発生する業種によつて産業廃乗物にならないもの

もあることに注意 (P.2を 参照 )
。許可の有効期間の特例を受けようとする者は、省
略可。

*大阪市、堺市への申請時のみ、変更がなくても詳細に
記入ください。

*東大阪市への申請時のみ、「廃石綿等 (特管)」 の排出
場所における分析表等の根拠資料が必要。

*大阪府への更新申
請時のみ、添付不要。

。使用できる車両等、留意すべき事項は P.8～ 9の
「収集運1月Qの施設に係る基準」を参照

○様式第六号の二 (第 5面 )
(環境保全措置の概要)

G己ヌ(列P.51, 52、 場きヽP.92)

。P.8～ 9の 「収集運搬の施設に係る基準」を参照

○様式第六号の二 (第 2面 )
(運搬施設の概要)

0己フヾ列P. 49、 場も式IP. 90)

。使用できる車両等、留意すべき事項は P.8～ 9の
「収集運搬の施設に係る基準」を参照
。更新申請時で運搬車両や住所等に変更がない場合
でも、すべて明記してください。

*東大阪市、枚方市
への更新申請時で変

更がない場合は、 一

覧上部に「変更なし」

と記載

○様式第六号の二 (第 6面 )
(運搬車両の写真)

|:己入夕」P. 53、 おきミIP.93)

*上記様式第六号の
二 (第 2面 )(運搬施

設の概要)で変更が
ない場合は添付不

要。

。P.8～ 9の 「収集運搬の施設に係る基準」を参照

◆ 自動車検査証の写 し

*電子車検証の場合はP.8「 ○電子車検証
の場合」をご参照ください。

・ 検査証の期限が切れていないことを確認、

・ 変更許可申請の場合、継続 して使用する車両につ
いては不要

*高槻市、豊中市への更新申請時は、自動車検査証の写
しはすべて必要。

◆車両の貸借に関する証明書

Gし 列ヽP. 65、 おけてP. 103)
・ 検査証の使用者欄の名義人が申請者と異なる車両
について必要

◆事務所及び事業場付近の見取図

◆駐車場の見取図

。申請者が法人である場合は本店付近、個人である
場合は住所地付近の見取図も必要
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○ 申 請 書

◆ 添付書類

。第 2面及び第 3面については該当するすべての者を記載

・外国人の方は第 2面及び第 3面に、かっこ書きで通称名も記入
。第 3面の「政令で定める使用人」についてはP.13※ 1を参照
*第 2面及び第 3面に記載された個人及び法人について照会を行い、
欠格事由に該当すれば不許可となります。

○様式第六号の二 (第 4面 )
(収集運搬業務の具体的な計画)

ε己フく列P. 50、 オま式P. 91)

。全体が写つている正面及び片側面の写真

(コ ピー (鮮明な自黒)可 )
・変更許可申請の場合、継続して使用する車両につ
いては不要

○様式第六号の二 (第 7面 )
(運搬容器等の写真)

G己人例P.56、 お鰤ヽP.94)



◆産業廃棄物/特別管理産業廃棄物の
収集運搬業に関する講習会修了証の

写 し

・ 詳細は P.10～ 11参照。
*修了証の有効期限については、 P
て1の とお り。

11【修了証の有効期限につい

○様式第六号の二 (第 8面 )
(事業の開始に要する資金の総額及びその
資金の調達方法)

信己フヾ列P.57、 様式P.95)

。業務のために必要な車両等の施設をすでに保有 している等で新たな資
金を必要としない嚇合は記入例を参考にその旨を記入
(内容によっては、より詳細な資料等を求める場合あり)

■申請者が法人の場合

■申請者が個人の場合

◆直前 3年分の貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表

。各事業年度ごとのもの
。直前の事業年度の有価証券報告書でも可 〈P.15参 照)
。許可の有効期間の特例を受けようとする者は、省略可
(P.15参照)
。決算期の変更がある場合は、 4期分必要

◆直前 3年分の法人税 (国税)の納付
すべき額及び納付済額を証する書類
〈原本照合可)

・税務署が発行する納税証明書 (その 1)
。発行日から3か月以内のもの (例  4/15発行⇒7/15ま で)
・直前の事業年度の有価証券報告書でも可 (P.15参照)
。許可の有効期間の特例を受けようとする者は、省略可
(P. 15参照)
。決算期の変更がある場合は、4期分必要

◆直前 3年分の確定申告書 (別表一
(一 )、 別表四)の写し

・修正申告がある場合は、修正申告書 (別表一 (一 )、 別表四)の写し
。直前の事業年度の有価証券報告書でも可 (P.15参照)
。許可の有効期間の特例を受けようとする者は、省略可
(P. 15参照)
。決算期の変更がある場合は、4期分必要  

´

◆定款又は寄付行為 (現行のものであ
ることを証明したもの)

・直前の事業年度の有価証券報告書でも可 (P.15参照)
・許可の有効期間の特例を受けようとする者は、省略可
(P.15参照)

◆法人登記簿謄本 (履歴事項全部証
明書)(原本照合可)

。発行日から3か月以内のもの
。直前の事業年度の有価証券報告書でも可 (P.15参 照)

。最新の状況を記入

(少なくとも昨年の確定申告時の情報を記入すること)

◆直前 3年分の所得税 (国税)の納付
すべき額及び納付済額を証する書類
(原本照合可〉

・ 税務署が発行する納税証明書 (そ の 1)
。発行日から3か月以内のもの

◆直前 3年分の確定申告書の写し (第
一表、第二表)

。修正中告がある場合は、修正申告書 (第一表、第五表)の写し
・ 個人番号 (マイナンバー)欄がコピーされていないもの (黒塗り、自抜
き等)

○様式第六号の二 (第 10面 )
(誓約書)

滸ス例P.59、 本論式P.97)

。法人の場合は住所、名称及び代表者の氏名、個人の場合は住所及び個人
の氏名の記載が必要

◆産業廃棄物/特別管理産業廃棄物収
集運搬業許可証

・ 更新及び変更許可申請の際は現行の許可証の原本又はコピー (許可証交
付時に本証を返納)が必要

■以下は共通
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○様式第六号の二 (第 9面 )
(資産に関する調書 (個人用))

G己フヾ列IP. 58、 イ領テヽP. 96)



◆住民票等

【法人】
・ 役員全員
・ 持分 100分の5以上の株主及
び出資者全員

【個人】
・ 申請者
・ 法定代理人 (申請者が未成年の
とき)

【共通】
。 政令で定める使用人 (P.13
※ 1参照)全員

(原本照合可)

・ 先行許可証を提出する場合は不要 (P.15参 照)
。発行日から3か月以内のもの
。役員には監査役、相談役及び顧間を含む
。住民票は本籍地 (外国人の方は国籍等)が記載されているもの
。個人番号 (マイナンバー)の記載のないもの
。株主又は出資者が法人である場合はその法人登記簿謄本 (履歴事項全部
証明書)

*先行許可証を提出し住民票を省略する場合、欠格照会に必要な性別
等の情報をお聞きします。

◆登記されていないことの証明書

【法人】
・ 役員全員
・ 持分 100分の5以上の株主及
び出資者全員

【個人】
・ 申請者
・ 法定代理人 (申請者が未成年の
とき)

【共通】
・ 政令で定める使用人 (P.13
※ 1参照)全員

(原本照合可)

・先行許可証を提出する場合は不要 (P.15参照)
。発行日から3か月以内のもの
。役員には監査役、相談役及び顧間を含む
。「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人及び被保佐人に
該当しない旨の登記事項証明書
。東京法務局 (郵送可)又は最寄りの地方法務局 (本局のみ)に申請して
ください。 (支局、出張所では発行されません。)
。当証明書の申請書には、住民票に記載されている氏名 (通称名ではあり
ません)、 生年月日、住所 (又は本籍、国籍等)を正確に記入
*詳細は最寄りの法務局、地方法務局に相談 (P.74参照)

◆委任状 。個人の場合は申請者本人でない者が申請書を提出する場合に必要
。法人の場合はその社員でない者が提出する場合に必要

※ (原本照合可)と あるものは、コピーを提出していただいても結構です (但し、窓 で原本照合します)。
※新規申請時に他行政庁で許可を有している場合、その許可証のコピーを 1行政庁分添付してください。
※製本やファイル綴じは不要です。
※許可申請内容によっては、許可基準に適合しているかを判断するための、より詳細な資料を求めることがあり
ます。

■PCB廃 棄物の収集運搬を行おうとする場合に必要な書類
書類の作成にあたっては、環境省作成の「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」及び「低濃度PCB廃棄物
収集・運搬ガイドライン」を参照してください。

容器の種類毎の仕様書

PCB廃棄物作業従事者講習会修了証 ・ 安全管理責任者及び運行管理責任者その他これらに類する者は、公益財
団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「PCB廃棄物の収
集運搬作業従事者講習会」を受講し、修 rすること。申請時に修了証の
写しを添付すること。

安全管理及び運行管理

(別紙PCBl)
・ 記入例 P. 67, 68、 様式集 P. 105, 106
。運行管理システムの仕様書、運行ルー トの地図及び通過連絡先を添付す
ること。

緊急時の対策

(別紙 PCB2)
・ 記入例 P. 69、 様式 P. 107
・ 応急措置設備・器具 リス ト及び写真を添付すること。
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・ 仕様書は容器のカタログでも可。

・ 容器の写真は様式第六号の二 (第 7面 )(運搬容器等の写真)に貼付する
こと。



経理的基礎に関する追加資料

設立後 1年度分 (個人の場合は 3年度分)の決算書の添付できない申請者、又は債務超過である申
請者については、以下に示す追加資料の提出が必要です。

1.設立後 1年度分 (個人の場合は3年度分)の決算書が添付できない申請者

税務署に提出した設立届又は開業届の写し

(個人の場合で、開業後 1年以上 3年未満の方は、納税証明書及び確定申告書の写しも必要
です。)

※個人の開業届の写しについては、個人番号 (マイナンバー)欄がコピーされていないもの

(黒塗り、自抜き等)

日 経理的基礎がないと判断される場合がありますので、下記の追加資料を求めて許可、不許可を

判断します。

債務超過の基準については、P.11「 (3)経理的基礎」をご参照ください。

※ 場合によっては、その他追加資料を頂くことがあります。詳細は各自治体にご確認ください。

経理的基礎に関する申立書

舵入例P.63、 様式P.101)

大阪府税 (すべての税目)に未納がない旨の証明書

※大阪府内に事業所を持つ場合に限る

《大阪府 。高槻市・豊中市 。人尾市・

吹田市に申請する場合のみ》

市税に未納がない旨の証明書 《高槻市に申請する場合のみ》

消費税等に滞納がない旨の証明書 (税務署発行の納税証明書)

法人の場合 :その3の 3、 個人の場合 :その3の 2

《大阪府・高槻市。豊中市。人尾市・

吹田市に申請する場合のみ》

直前 3年分の販売費及び一般管理費、売上原価又は製造原価

(法人の場0
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2.債務超過である申請者


